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  ・町役場　　　  ☎ 27-2111
  ・町民会館　　  ☎ 27-2121
  ・図書館　　　  ☎ 27-6166
  ・町保健福祉センター

　保健福祉課  ☎ 27-6511
　長寿支援課  ☎ 20-7433

  ・上下水道課　  ☎ 27-5141
（上水道管理棟）

  ・診療所　　　  ☎ 27-1234

お問い合わせ先

SEIRO TOWN INFORMATION　●ホームページアドレス　https://www.town.seiro.niigata.jp

2025 ３３ March

改正前（令和６年９月分まで） 改正後（令和６年10月分から）

支給対象 中学生（15歳到達後の最初の年度末まで） 高校生年代（18歳到達後の最初の年度末まで）

所得制限 あり なし

手当月額

・３歳未満：１万5000円
・３歳～小学校修了まで
　第１・２子：１万円
　第３子以降：１万5000円
・中学生：１万円
・特例給付：5000円

・３歳未満
　第１・２子：１万5000円
　第３子以降：３万円
・３歳～高校生年代まで
　第１・２子：１万円
　第３子以降：３万円

※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額

第３子以降の
算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末までであって、
受給者が監護に相当する世話などをし、
その生計費が負担されている子

支給月 ２月、６月、10月（年３回）
※各前月までの４か月分を支給

偶数月（年６回）
※各前月までの２か月分を支給

申請が必要なのかわからないなどのご不明な点については、下記の担当までお問い合わせください。

は い は い

児童手当制度改正後の申請を忘れていませんか？
！！申請が必要な方は期限までに申請してください！！

お問い合わせ　子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線 312）

現在、児童手当を受給していますか？

監護養育している大学生年代の子どもを含むと
３人以上の子どもがいますか？

監護養育している高校生年代以下の
子どもがいますか？

は い いいえ

改正後の手当を受けるには申請が必要です！
申請期限　令和７年３月31日（月）

※上記期限までに申請した場合、令和６年10月分の手当から遡って支給されます。
申請者が公務員の場合は勤務先へ、町外に居住の場合は居住地へお問い合わせください。

※制度改正の内容は以下のとおりです。
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広報せいろう

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

　令和３年度から令和６年度まで実施した「健康づくりでポイ活事業」は、４年間で延べ8000人のご参加
をいただきました。
　令和６年度を持ちまして当事業は終了します。
　今後も、町民一人ひとりがご自身の健康に関心を高め、健康づくりの取組みを楽しく継続していける
よう、応援してまいります!!
※�令和６年度の抽選は３月11日に実施しました。結果は、当選者への賞品発送をもって代えさせていた
だきます。
保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎27-6511

納
期
限
日
ま
で
の

納
期
限
日
ま
で
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す

納
付
を
お
願
い
し
ま
す

　
３
月
は
第
９
期
国
民
健
康
保
険

税
、
第
９
期
介
護
保
険
料
、
第
９

期
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
月
（
納
期
限
は
３
月
31
日
）
で

す
。
納
期
限
後
に
納
付
し
た
場
合

は
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
納
期
限
日
ま
で
の
納
付

を
お
願
い
し
ま
す
。

役
場
町
民
課　
保
険
係

国　
保
（
内
線
１
１
７
）

介　
護
（
内
線
１
１
６
）

後　
期
（
内
線
１
１
５
）

　
納
付
に
は
確
実
で
納
め
忘

れ
の
な
い
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
手

続
き
は
通
帳
、
届
出
印
を
ご

持
参
の
う
え
、
町
指
定
の
金

融
機
関
や
郵
便
局
の
窓
口
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

手
続
き
し
た
月
の
翌
月
末

の
納
期
到
来
分
か
ら
の
口

座
振
替
に
な
り
ま
す
。

クルマの手続き忘れずに！

今まで
ありがとう今まで
ありがとう

健
康づ
くりでポイ活事業

健
康づ
くりでポイ活事業

自動車税・軽自動車税の納税義務者の
住所を変更した場合

　住所変更した場合、下記へお問い合わせのうえ、車検
証上の住所変更を行ってください。

【登録自動車】【軽二輪車】
  北陸信越運輸局新潟運輸支局　☎050-5540-2040

【軽自動車（三輪・四輪）】
  軽自動車検査協会新潟主管事務所
　　☎050-3816-1850

【原付・小型特殊自動車】
  聖籠町役場　税務課　☎27-2111

自動車税・軽自動車税の納税義務者が
亡くなられた場合

　自動車税・軽自動車税の納税義務者が亡くなられた場
合、下記へお問い合わせのうえ、名義変更などのお手続
きを行ってください。

【登録自動車】【軽二輪車】
  北陸信越運輸局新潟運輸支局　☎050-5540-2040

【軽自動車（三輪・四輪）】
  軽自動車検査協会新潟主管事務所
　　☎050-3816-1850

【原付・小型特殊自動車】
  聖籠町役場　税務課　☎27-2111

・自動車税（種別割）に関するお問い合わせは、新発田地域振興局県税部　収税課　☎0254-26-9123まで
　・軽自動車税（種別割）に関するお問い合わせは、聖籠町役場　税務課　☎27-2111まで
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2025.3　お知らせ号

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

家賃など 入居条件 専有面積など 場所

家賃
3.6万円/月

共益費�800円/月
駐車場１区画

3,675円/月
敷金� 7.2万円

・住むところに困っている
・市町村税の滞納がない
・確実な連帯保証人がいる

65.04㎡
（含バルコニー）
３ＤＫ
ＲＣ５階建
※エレベーターなし

聖籠町
大字二本松
1997番地

○畳からフローリングにリフォームした部屋もあります。
　リフォーム後の写真は、聖籠町ホームページでご覧になれます。
（有）ヒグチ不動産　☎27-3277　聖籠町大字藤寄2977番地３

　または　役場ふるさと整備課☎27-2111（内線235）

町営住宅東山団地　入居者募集 入居申込書や添付書類など、詳しい手続きについては、
お問い合わせください。

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
状
況

を
調
査

　

新
発
田
消
防
本
部
で
は
、
管
内

に
お
け
る
各
世
帯
の
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
状
況
の
把
握
や
今

後
の
普
及
啓
発
活
動
に
役
立
て
る

こ
と
を
目
的
に
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
設
置
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

新
発
田
市
、
胎
内
市
、
聖
籠

町
に
お
住
ま
い
の
世
帯

　
調
査
方
法
は
、
新
発
田
地
域
広

域
事
務
組
合
消
防
本
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
に
設
け
た
リ
ン
ク
も
し

く
は
下
記
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み

取
り
回
答
い
た
だ
き
ま
す
。（
全

６
問
選
択
式
、
回
答
時
間
目
安
は

約
２
分
以
内
）

　
ぜ
ひ
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

アンケート

フォーム

新
発
田
地
域
広
域
事
務
組
合

　

 

消
防
本
部
予
防
課

☎
０
２
５
４-

２
２-

８
０
９
６

加
治
川
桜
堤
ウ
ォ
ー
ク

４
月
５
日
（
土
）午
前
９
時

集
合

午
前
９
時
30
分
か
ら
11
時
30
分

加
治
川
治
水
記
念
公
園

加
治
川
治
水
記
念
公
園
か

ら
さ
く
ら
大
橋
、紫
雲
寺
橋
を

回
る
約
５
・
５
㎞
の
コ
ー
ス
を

歩
き
ま
す
。

飲
み
物
や
絵
葉
書
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

※�

小
雨
決
行
・
当
日
朝
６
時
に

判
断
し
、エ
フ
エ
ム
し
ば
た

か
ら
周
知
し
ま
す
。

加
治
川
を
愛
す
る
会　
宮
嶋

　
☎
０
９
０-

５
８
１
０-

８
１
１
５

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
研
修

の
ご
案
内

　
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の
被

災
地
で
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
話
を

伺
い
、
普
段
か
ら
私
た
ち
に
で
き

る
こ
と
は
何
か
考
え
ま
す
。

３
月
25
日
（
火
）
午
後
１
時

30
分
～
３
時
30
分

聖
籠
町
町
民
会
館　
小
ホ
ー
ル

演
題：「
能
登
半
島
地
震
の
リ
ア
ル
」

講
師
：
に
い
が
た
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
　
　
理
事
長　
李　
仁
鉄　
氏

【
申
込
方
法
】
聖
籠
町
社
会
福
祉
協

議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ

電
話
、
ま
た
は
、
左
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申し込み

フォーム

【
定
員
】
80
名
（
先
着
順
）

�

・

聖
籠
町
社
会
福
祉
協
議

会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
８-

７
１
１
０

白
壁
兵
舎
広
報
史
料
館

イ
ベ
ン
ト
情
報

　
陸
上
自
衛
隊
新
発
田
駐
屯
地
白

壁
兵
舎
広
報
史
料
館
で
は
、「
日

露
戦
争
展
」（
日
露
戦
争
終
結
か

ら
１
２
０
年
）
を
開
催
し
ま
す
。

４
月
１
日（
火
）～
６
月
29
日（
日
）

歩
兵
第
十
六
聯
隊
と
後
備
歩

兵
第
16
聯
隊
の
戦
っ
た
日
露
戦
争

に
関
す
る
資
料
展
示

【
休
館
日
】
月
曜
日
（
祝
日
の
場

合
は
翌
日
）

【
入
館
・
駐
車
場
】
無
料

�
陸
上
自
衛
隊
新
発
田
駐
屯
地
白

壁
兵
舎
広
報
史
料
館
（
新
発

田
市
大
手
町
６-
４-

16
）

　
☎
０
２
５
４-
２
２-
３
１
５
１

３月25日（火）午後１時30分から
３分間程度の断水が２回発生します
　聖籠町の上水道は上水道配水場管理棟からポンプ
にて各世帯に水を供給していますが、この度、設備
点検のため、やむを得ず３分間程度の断水が午後１
時30分頃と２時30分頃の２回発生します。
　断水の影響により一部の地域で濁り水が発生する
可能性があります。水道水の濁りを確認した場合は、
濁りが解消するまでの間、ご利用をお控えいただく
とともに、水道の蛇口を開き、濁りがなくなるまで
捨て水をお願いします。
　皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解
のほどお願いします。

上下水道課（上水道管理棟内）　☎27-5141
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広報せいろう
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■
発

行
／

聖
籠

町
役

場
　

　
　

■
印

刷
／

島
津

印
刷

株
式

会
社

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
■

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド

レ
ス

  https://w
w

w
.tow

n.seiro.niigata.jp

■
編

集
／

総
務

課
  〒

957 -0192 新
潟

県
北

蒲
原

郡
聖

籠
町

大
字

諏
訪

山
1635

番
地

4   ☎
（

0254）27 -2111   FAX（
0254）27 -2119　

■
E

-m
ail：

soum
u@

tow
n.seiro.niigata.jp

2025.3　お知らせ号

くよくよ悩まず、まず相談
心（あなた）に寄り添う人がいる

３月は「新潟県自殺
対策強化月間」です

（健康せいろう21計画　緑丸の健康10か条より）

　聖籠町では、平成27年から令和６年までの10年間で21人の町民が自殺により尊い命を失っています。
　過去10年間の月別自殺者数をみると、１月から４月にかけて自殺者数が多いのが特徴と言えます。
　春は、進学や就職・転勤・退職など職場環境・家庭環境の変化が多い時期です。
　環境や生活の変化に伴い、「からだ」だけでなく 「こころ」も疲れをためやすい「電池切れ」の状態といえま
す。この疲れが適切に処理できないと、最悪な場合、大切な命を自ら絶ってしまうことにつながること
もあります。
　自分だけでなく、周りの人のいつもと違う変化に早めに気づき、寄り添い、時に専門職に相談するこ
とも自殺予防の第一歩。あなたの大切な人の悩みに耳を傾け、社会全体で自殺を防ぎましょう。

0

1

2

3 3 3

2 2

1 1

0 0

2 2 2

3

4

1月 ２月 ３月 ４月５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

【相談先】
■聖籠町役場保健福祉課（聖籠町保健福祉センター内）
　☎0254-27-6511
■新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部 地域保健課
　☎0254-26-9133
■新潟県下越地域いのちとこころの支援センター
　☎0254-28-8880
■新潟こころの相談ダイヤル
　☎0570-783-025
■新潟県ホームページ　http://www.pref.niigata.lg.jp
　⇒『こころの相談　にいがた』で検索

聖籠町　月別自殺者数
（平成27年～令和６年）

（出典：厚生労働省　地域の自殺の基礎資料）

あなたの大切な人の小さな変化に気づく目を…
外見から推定されるうつ状態
服 装 普段よりだらしなく見える
姿 勢 前屈姿勢になりがち

振る舞い
緩慢、自発性に乏しい
落ち着きがなくイライラしている

表 情 苦しそうな・悲しそうな・憂鬱そうな
話 し 方 口数が乏しい、声が小さい
話の内容 悲観的、否定的

こころの不調な方があなたの近くにいたら…
● �周囲の人にできる一番のサポートは、うつ病が単にこころ

の問題ではなく、治療が必要な病気であることを理解する。
● 「頑張って」は逆効果。
● 考えや決断を求めない。
● 「睡眠」が大切。ゆっくり休ませる。
● 病院、医院に付き添う。
● 薬の服用を確認。
● 周囲の方も一人で悩まず、専門職などに相談する。

ストレスを溜めない日常生活の工夫
● 一日一個よかったことを思い出そう
● 仕事のない人も一日一回の外出をしよう
● 心身をリラックスする時間をもとう
● 簡単でも良いから日記をつけよう

● �規則正しい生活を送ろう：睡眠／三度の食事／定期的な内服
● 一日に家族を含めて三人以上と話そう
● 家族や友人などと楽しい雰囲気で食事をしよう

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎27-6511


